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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
単糸繊度が１５～５０dtexのポリエステル系モノフィラメントおよび白色度が８５～９８
％であるポリエステル系マルチフィラメントからなる通気性が0.2～3.0ｍ／ｓ、かつ遮光
率が４０～７０％であるポリエステル系布帛を障子紙として使用した障子戸。
【請求項２】
ポリエステル系モノフィラメントが艶消し剤を０．２～６．０重量％含有するものであり
、ポリエステル系マルチフィラメントが艶消し剤を２．０～１０重量％含有するものであ
ることを特徴とする請求項１記載の障子戸。
【請求項３】
ポリエステル系布帛が破裂強さが２００～２０００ｋＰａのものであることを特徴とする
請求項１～２のいずれかに記載の障子戸。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポリエステル系フィラメントからなるポリエステル系布帛を障子紙として使用
した、遮光性が障子戸として適切であり、通気性に優れ、破裂強度の高い障子戸に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
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障子戸には、一般的に障子紙が使用されている。障子紙は遮光性に優れ、その透光模様が
好まれている。
【０００３】
障子紙の破裂強度を向上させる方法としては、特開平１１－２４７０９３号公報に、和紙
、洋紙、布、不織布等の紙素材をポリマーコートする方法が提案されている。
【０００４】
また、特開平７－２７９５４５号公報、特開平９－２０９６５９号公報には、障子紙を容
易に張り替えできる障子戸が提案されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、障子紙には、通気性が悪く、破れやすく、汚れ、変色を起こしやすいとい
う問題があった。また、紙素材にポリマーコートする方法では、破裂強度は向上するもの
の、通気性が極端に低下するという問題があった。
【０００６】
また、特開平７－２７９５４５号公報、特開平９－２０９６５９号公報の方法は、張り替
えが容易とは言え、障子紙の張り替えが煩雑な作業であることに変わりはない。
【０００７】
本発明の目的は、前記のような従来技術の問題点を解消し、遮光性が適切であり、通気性
に優れ、破裂強度の高いポリエステル系布帛を障子紙として使用した障子戸を提供するこ
とにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明のポリエステル系布帛を使った障子戸は、以下の構成を有する。
すなわち、
（１）単糸繊度が１５～５０dtexのポリエステル系モノフィラメントおよび白色度が８５
～９８％であるポリエステル系マルチフィラメントからなる通気性が0.2～3.0ｍ／ｓで、
かつ遮光率が４０～７０％であるポリエステル系布帛を障子紙として使用した障子戸。
（２）ポリエステル系モノフィラメントが艶消し剤を０．２～６．０重量％含有するもの
であり、ポリエステル系マルチフィラメントが艶消し剤を２．０～１０重量％含有するも
のであることを特徴とする（１）記載の障子戸。
（３）ポリエステル系布帛が破裂強さが２００～２０００ｋＰａのものであることを特徴
とする（１）～（２）のいずれかに記載の障子戸。
である。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明の障子戸に使用するポリエステル系布帛を形成するポリエステル系モノフィラメン
トの単糸繊度は、１５～５０dtexである。好ましくは、２０～３６dtexである。単糸繊度
が１５dtex未満であると、糸の曲げ剛性が低く、通気性を良好にする立体的な布帛ができ
にくい。また、単糸繊度が５０dtexを超えると、得られる布帛の遮光率が低下したり通気
性が高くなりすぎたりする問題がある。
【００１０】
本発明の障子戸に使用するポリエステル系布帛を形成するポリエステル系マルチフィラメ
ントの白色度は、８５～９８％である。好ましくは９０～９８％である。白色度が８５％
未満であると、白色度が不足するため障子が汚れて見え、また、９８％を超えると、白色
度が高すぎ、汚れの付着が目立ちやすくなる。
【００１１】
本発明の障子戸に使用するポリエステル系布帛を形成するポリエステル系マルチフィラメ
ントの単糸繊度は特に限定されないが、好ましくは、２０～９０dtexであり、より好まし
くは３０～６０dtexである。単糸繊度が２０dtex未満であると得られる布帛の遮光率が低
くなりすぎることがあり、９０dtexを超えると得られる布帛の遮光率が高くなりすぎるこ
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とがある。
【００１２】
本発明の障子戸に使用するポリエステル系布帛を形成するポリエステル系モノフィラメン
トとポリエステル系マルチフィラメントの構成比は特に限定されないが、好ましくは、ポ
リエステル系モノフィラメント２０～７０重量％、ポリエステル系マルチフィラメント８
０～３０重量％であり、より好ましくは、ポリエステル系モノフィラメント２５～５０重
量％、ポリエステル系マルチフィラメント７５～５０重量％である。ポリエステル系モノ
フィラメントの構成比が２０重量％未満では得られる布帛の遮光率が高くなりすぎること
があり、７０重量％を越えると得られる布帛の遮光率が低くなりすぎることがある。
【００１３】
本発明の障子戸に使用するポリエステル系布帛の通気性は、0.2～3.0ｍ／ｓである。好ま
しくは、0.4～1.5ｍ／ｓである。通気性が0.2ｍ／ｓ未満では、通気性が不足し、本発明
の狙いとする通気性の良い障子戸が得られない。また、3.0ｍ／ｓを超えると、ポリエス
テル布帛が立体的に見え、美観を損ねることがある。
【００１４】
本発明の障子戸に使用するポリエステル系布帛の遮光率は、４０～７０％である。好まし
くは、５０～６０％である。遮光率が４０％未満であると、障子戸の採光が強くなり、部
屋がまぶしくなりすぎる問題がある。また、遮光率が７０％を超えると、障子戸の採光機
能が低くなり、部屋が暗くなりすぎる問題がある。
【００１５】
次に、艶消し剤を含有するポリエステル系布帛を使用した障子戸について記載する。本発
明の障子戸に使用するポリエステル系布帛を形成するポリエステル系モノフィラメントに
含有される艶消し剤は、好ましくは０．２～６．０重量％であり、より好ましくは０．５
～３．０重量％である。艶消し剤が０．２重量％未満ではポリエステル系モノフィラメン
ト自体の遮光性が低いため、障子戸としての遮光性が不足し部屋がまぶしくなりすぎたり
、障子戸としての視野遮蔽機能が不満足なものとなる場合がある。また、６．０重量％を
超えると、モノフィラメント自体の遮光性が高すぎ、所望の採光性を有する布帛を形成し
にくくなる場合がある。
【００１６】
本発明の障子戸に使用するポリエステル系布帛を形成するポリエステル系マルチフィラメ
ントに含有する艶消し剤は、好ましくは２．０～１０重量％であり、より好ましくは２．
２～６重量％である。艶消し剤が２．０重量％未満であるとポリエステル系マルチフィラ
メント自体の遮光性が低いため、障子戸としての遮光性が不足し、また、１０重量％を超
えると、マルチフィラメント自体の遮光性が高く、所望の採光性を有する布帛を形成しに
くくなる場合がある。
【００１７】
艶消し材としては限定されないが、例えば二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、
酸化マグネシウム、タルク、カオリン、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム等の無機化合物
やパラ安息香酸、ベンゾイミダゾール等の有機化合物などを用いることができる。繊維の
着色および繊維の物性低下を防止する点から無機化合物が好ましく用いられ、遮光性のバ
ランスから二酸化チタンがより好ましく用いられる。
【００１８】
ポリエステル系モノフィラメントとポリエステル系マルチフィラメントで、同一の艶消し
材を使用してもよいし、異なる艶消し材を使用してもかまわない。
また、数種の艶消し材を併用してもかまわない。
【００１９】
次に、本発明に使用するポリエステル系布帛の破裂強さについて記載する。本発明の障子
戸に使用するポリエステル系布帛の破裂強さは、好ましくは２００～２０００ｋＰａであ
り、より好ましくは３００ｋＰａ～１０００ｋＰａである。破裂強さが２００ｋＰａ未満
であると破れ易くなり本発明の狙いとする破裂強度の高い障子戸が得られにくい場合があ
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り、また、２０００ｋＰａを超えると布帛として厚さが厚くなりすぎ美観を損ねる場合が
ある。
【００２０】
本発明の障子戸に使用するポリエステル系布帛の組織は、特に限定されるものではなく、
織組織としてはたとえば平織り、綾織り、もじり織りおよび絡み織りなど、編組織として
は、たとえば横編み、経編みなどいずれでもよく、経編みでは、たとえばトリコット編み
、ミラニーズ編み、ラッシェル編みなどを用いることができる。
【００２１】
【実施例】
以下、実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明する。
【００２２】
なお、実施例および比較例における測定値は、次の方法で測定した。
【００２３】
通気性は、JIS L 1018:1999「ニット生地試験方法」に記載の「通気量」を測定した。
【００２４】
遮光率は、JIS L 1055-1987「カーテンの遮光性試験方法」に記載の「遮光率」を測定し
た。
【００２５】
破裂強さは、JIS L 1055-1987「カーテンの遮光性試験方法」に記載の「破裂強さ」を測
定した。
【００２６】
ポリエステル系マルチフィラメントの白色度は、次のようにして測定した。
まず、ポリエステル系マルチフィラメントを引き揃え、該フィラメントの繊度を１７５dt
ex狙い、かつ１５０～２００dtexの範囲に入るようにした。ついで、引き揃えたマルチフ
ィラメントを、２４ゲージ天竺丸編機を用いて布帛を製造し、JIS L 1916:2000「繊維製
品の白色度測定法」により白色度を測定した。
【００２７】
（実施例１）
艶消し剤として二酸化チタンを０．３５重量％含有する１６dtexのポリエステルモノフィ
ラメントを経糸として、また、艶消し剤として二酸化チタンを３．０重量％含有する４４
dtex　１２本のポリエステルマルチフィラメントを緯糸として平織り組織の布帛を作製し
、該布帛を障子紙として用い障子戸を作製した。評価結果を、まとめて表１に示した。
【００２８】
実施例１で得られた障子戸は、遮光性が障子戸として適切なものであり、通気性に優れ、
破裂強度も高かった。
【００２９】
（実施例２～５）
表１に示す条件で、単糸繊度等を変えたほかは、実施例１と同様の条件で、障子戸を作製
した。実施例２～５で得られた障子戸は、遮光性が障子戸として適切なものであり、通気
性に優れ、破裂強度も高かった。
【００３０】
（比較例１～３、５）
表１に示す条件で、単糸繊度等を変えたほかは、実施例１と同様の方法で、障子戸を作製
した。ポリエステル系マルチフィラメントの白色度が８５％未満では（比較例１、２、５
）、布帛の遮光率が低すぎ、遮光性が障子戸として不適切なものであった。また、ポリエ
ステル系モノフィラメントの繊度が５０dtexを超えるものは（比較例３）布帛の遮光率が
低すぎ、遮光性が障子戸として不適切なものであるばかりでなく、通気性も高すぎた。
【００３１】
（比較例４、６）
紙製障子紙を用いた障子戸（比較例４）では破裂強度が低く、ポリマーコート障子紙を用
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いた障子戸（比較例６）では破裂強さはやや向上したものの、通気性が紙製障子紙を用い
た以上に低下した。
【００３２】
【表１】
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【発明の効果】
本発明により、遮光性が障子戸として適切であり、通気性に優れ、破裂強度の高い障子戸
を提供できる。
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